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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年８月４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 浸水 

発生日時 平成２２年６月３０日 ２２時３０分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼港東方沖 陸前御崎岬灯台から真方位０８４°５.２

海里付近 

（概位 北緯３８°５２′ 東経１４１°４７′） 

事故調査の経過  平成２２年７月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第１８隆 盛
りゅうせい

丸 、１９トン 

 ＨＫ２－１９７８１（漁船登録番号）、有限会社鈴木漁業 

 １７.４０ｍ（Lr）×４.４２ｍ×１.５５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、昭和５９年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳  

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年４月１６日 

  免許証交付日 平成１８年３月８日 

            （平成２３年１０月８日まで有効） 

（五級海技士（航海）免状取得） 

機関長 男性 ５８歳  

 五級海技士（機関） 

  免  許  年  月  日 昭和４９年５月１０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１９年３月９日 

  免状有効期間満了日 平成２４年４月１６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 発電機が焼損、冷凍装置、各ポンプ電動機等が濡損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、気仙沼港東方沖を東進

中、機関長が、遠隔操作で海水ポンプを運転して漁倉に海水を入れたの

ち、機関室の点検に赴いたところ、平成２２年６月３０日２２時３０分ご

ろ、機関室が主機及び発電機下部まで浸水していた。 

本船は、僚船に救助を要請するとともに帰航を開始したが、途中で発電

機が冠水して異音を発生し、さらに、主機が停止した。 

本船は、来援した僚船にえい
．．

航され、気仙沼港に帰港した。 

本船は、入港後、海水が排出され、機関室内の点検が行われたところ、

海水ポンプの吐出側配管が腐食して破孔を生じていた。 
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 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 ３、視界 不良 

海象：波高 １ｍ、うねりの方向 東  

 その他の事項 機関長は、出港時、機関室内の点検を行い、ビルジの量が少なく、異常

がないことを確認していた。  

本船は、出港後、約４０分間海水ポンプを運転した。 

 破孔が生じた配管は、２４年間使用されていたもので、フランジの溶接

部が激しく腐食していた。 

本船は、配管の破孔部が喫水線より上方に位置していた。 

本船は、ビルジ高水位警報装置を設置していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船は、気仙沼港東方沖を東進中、海水ポンプ

の吐出側配管が経年使用による腐食で破孔を生じ

たことから、同ポンプの運転中に破口から海水が

漏出して機関室が浸水したものと考えられる。 

原因 

 

 

本事故は、夜間、本船が、気仙沼港東方沖を東進中、海水ポンプ吐出側

の配管が経年使用による腐食で破孔を生じたため、同ポンプの運転中に破

口から海水が漏出して機関室が浸水したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考 

 

今後の同種事故の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・機関室内海水配管の腐食、衰耗等の状況を点検すること 

・機関室にビルジ高水位警報装置を設置すること 

 




